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論

恩

給

の

改

革

紳

雄

序

説

政
府

は
行
財
政
及
税
制
整

理
を
断
行

す

る
と

い
ふ
。
掛
聲

は
如

何

に
も
太

い
が

、
何
を
産

み
出

す
か
。
大
山
鳴

動

し
た
け
れ
ど
も
鼠

一
匹
と

い
ふ
事
も

あ

る
。
其

の
や
う
な
事

に
終
ら

ぬ
や
う
断

っ
て
已
ま
な

い
。
其
中

に
色

た

の
問

題

の
数

多

く
あ

る
が
中

に
も
、
恩
給

の
改

正
の
如

き
は
、
我

れ
人
と

も

に
興
味

を
も

つ
問
題

で
、
之
が
改

正

の
次
第

に
よ
り

て
は
、
恩
給

亡
国

の
悲
鳴

も
消
散

し
や

う
。
洵

に
此
恩
給

は
年

々
累

増

し
往

き

つ
つ
あ

る
。

昭
和

⊥
ハ
年
度

の
豫

算

に
よ
る
と

一
億
三
千
六
百
萬
圓

に
も
上

ぼ
る
が
、
五
年
前

の
大

正
十

五
年

(
昭
和
元

年
)
度

に
て
は

一
億

二
千
萬
圓

に
過

ぎ
な

か

っ
た
。
勿

論
此

は
濁

り
我
邦

の
み
の
事

で
は
な
く
、
他

の
國

に
て
も
齊

し
く
困

ま

っ

て
居

ろ
こ
と
だ
が
(註

一)
、
特

に
我
邦
と
し

て
は
、
今

日
、
財
政
豫
算

は
益

々
緊
縮

し
切
り
詰

め
な
く
て
は
な
ら

ぬ



必
要

に
迫

ま
ら

れ
て
居

る
の
時

で
あ
b
、
貨

幣
債
値

は
前

よ
り
は
著
し
く
上

ぼ

つ
て
居

り
其
鮎

か
ら

い
ふ
と
、
恩

給

は
大

に
減
退

し

て
居
な

く
て
な
ら

ぬ
釣
合

と
な

る
に
、
却

っ
て
此

が
益

々
殖

へ
る
と

い
ふ
の
で
は
、
何
と
し

て

も
困
ま

っ
た
問
題

で
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
。

さ
り
と

て
之

を
不
合

理
な

る
方
法

に
て
緊
縮

減
少
す

る
と

い
ふ
こ
と

は

出
乗

組
。
然

ら
ば
此
財

政

に
於
け

る
癌
と

い
ふ

べ
き
も

の
を
何

ら
手
術
す

る
か
。
政
府

に
は
何

か
成
案

が
あ

る
の

だ
ら
う
が

、
實

の
麗
、
此

は
衆
ね

て
か
ら

の
懸
案

で
あ

っ
て
、
何
時

も
ま
と
ま

b
か
け

て
は
成

立

し
な

か

っ
た
と

い
ふ
こ
と

だ
。
其

は
之

を
取
扱

ふ
人
自
ら

役
人

で
、
自

分
自
身

の
利
害

に
關

す

る
か
ら

、
そ
し

て
近
代

の
都
入
は

私
慾

に
提

は
れ

て
事

を
考

ふ
る
の
弊
が
大

で
、
勢
働
者

資
本
家
懲

り
、
そ
し

て
投
入

ま
た
熱

り
と

い
ふ
時
代
だ

か

ら

、
到
底

、
完
登
な
改

正
集

は
鵬
衆

ぬ
で
あ

ら
　
。
併

し
此

ば
國
家

祖
織

上

の
重
大
問

題

で
.
等

閑
脱
す

べ
嘗
も

の
で
は
な

い
と
思

ふ
か
ら

、
私

は
(
私
自
ら

も
實

は
利
害
干
係
者
だ
が
)
出
来

る
だ
け
公

準
冷
静

の
態
度

を
以

て
、

聯

か
此
問

題
を
取
扱

っ
て
見
や
う

と
思

ふ
。

(駐

一
)

例
之
、
英
國
の
如
き
戦
争
恩
給
、
武
官
恩
給
及
文
官
恩
給
を
合
計
す
る
と
き
は
、
今
日
殆
ん
ど
一
億
碍
即
ち
我
が
+
億
圓
に
も
上
ぼ
る

と
い
ふ
量

や

第

閏

恩

給

の

性

質

↓
現
在

に
於

け
る
恩
給

の
性
質
1

一
問
題
と

な

る
の
は
、
第

一
に
現
在

、
恩
給

は
如
何

な

る
性
質

の
も

の
か
、
其

くを

改

め

る

の
必

要

な

き

か

と

い

ふ

こ
と

で
あ

る
。

ラA
最
普
通

の
考

方

に
依

る
恩
給

の
性
質

-

其
は
恩
給
を
以

て
官
吏

の
俸

給

の

一
部

と
見

る
(註
二
)
。
即
ち
此

見

(

恩

給

の

改

卑

.

第

三
十
三
巻

三
五
七

第
三
號

四

一
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八
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地
か
ら
す
れ
ば
官
吏
と
国
家
と
の
關
係
は
、
相
互
信
認
の
王
孫
で
あ
り
,
国
家
は
官
吏
の
思
葉

公
を
信
認
し
・

官
吏
は
国
家
の
生
活
保
障
を
信
認
す
・
。
官
吏
を
し
て
霧

中
、

星

懸
會

義

務
を
書

し
め

る
爲
め
に
は

其
の
後
顧
の
薯

か
ら
し
め
な
毛

は
な
ら
ぬ
。
其
の
爲
め
に
は
現
官
中
の
み
な
享

・
退
覆

に
も
或
相
當
な

星

活
を
保
障
し
て
恩
給
を
與

へ
な
≦

し
は
な
ら
す
(註
三
)
、
帥
ち
現
官
中
に
俸
給
の
全
部
を
興
奮

代
り
に
芸

部
を
恩
給
と
し
て
善

後
莚

ば
し
た
も
の
で
あ
・
。
国
庫
黎

が
件
ふ
の
で
・
其
と
關
聯
し
て
颪

給
が
養
老

保
険
叉
縁

身
年
金
の
や

つ
に
も
見

へ
・
け
れ
ぎ

、
其
と
は
誓

。
斯
か
・
も
の
と
し
て
は
・
黎

額
架

精

確
で
あ
.麦

む
し
ゑ
小
雰

・で
あ
、ゑ

輩

。
少
-
と
も
現
在
の
制
度
の
下
に
て
は
・
即
ち
根
詣

に
か
か

ξ

の

で
あ

る
や

う

に
改
定

し
な

い
限

り
は
、
之

を
終
身
年

金
叉

は
養

老
保
険
と

い
ふ
こ
と
を
得

な

い
。
叉
納

金
を
取

る

こ
と
自

身

が
問
題

で
あ

る
(註
五
)
。

(
竺

)

蓼

。
薯

之

と
国
見
で
あ
る
。
例
之
、
・
ツ
ッ
は
、
公
霧

・
特
段
・
藍

・
・
全
給
與

2

聾

霧

中
に
轟

究

ず
・
現
務

を
止

め
た
後

に
追
加
的

に
恩
給

の
形

に

て
且

つ
官
吏
本

人

の
死
後
、
遺

族
扶
助
料

と
し
て
佛

は
る

、
こ
と
だ
と

い
ひ
、
。ヘ
ラ

7
エ
ル
デ

ス
は
カ
　

恩
給
。
て
俸
給
以
上
・
與

へ
・
れ
る
轟

・
誓

・
い
。
却

つ
青

絵
2

部
の
邊

・
認
…

つ
事

恩
給
簑

宜
の
俸
給
中
か
ら
分
別

」
さ
れ
。
部
分
で
あ

っ
て
退
官
。
・
か
・
初
め
て
蹄
學

・
・
の
だ
・
爲
・
、
・
・
カ
は
、
纂

・
俸
給
・
其
霧

籔

す
.・
報
酬
の
唯
だ

「
部

に
響

。
い
。
其

の
他
部

は
、
彼
の
地
位
の
解
離
・
れ
三

性
質
.
彼

の
羨

籔

す
・
保
障

並

舞

死
後
遺
族

の
保
障
と

い
ふ
こ
と
に
あ

り
と
爲
.
、

ハ
イ
。
も
、
本
来
、
恩
給
は
俸
給
中
か
ら
留
保

・
れ
た
部
分
で
あ
っ
て
、
響

後
初
め
て
饗

費

も
の
だ
と

い
ひ
・

。
ツ
シ
ヤ

,
は
暴

は
審

の
涯

・
れ
・
・
部
分
克

を

て
は

な
畠

と
爲

し
、
・

〒

ヅ
も
、
黍

の
恩
給
は
籍

・
且

つ
蔑

さ
れ
毒

給
で

あ
る
。
特

に
英
国
法

。
緯

で
は
、
並
、
蕩

俸
給
・
恩
給
を
見
越
し
・
馨

・
れ
・
給
料

誓

爲
・
・
・
…

は
・
公
勤
務

の
性
篁

・
俸
婁

茎

に

一
部
、
退
役
後
初
め
て
控

る
工
理
由
が
あ
・
。
其
が
休
職
給
、
.恩
給

・
形

・
て
現
・
れ
・
・
薫

船
室

俸
給

の

一
部

で
あ

っ
て
・

斐

禦

霧

不
能

・
鑑

及
肇

・
時
・
で
覆

・
れ
…

だ
査

・
、
・
グ
丁

・
、
恩
給
・
毒

給
(

ト
}

ル
ゲ
ハ
ル
・
)
の

一
部

で
官
吏
奪

て
達

し
た
る
の
雷

に
・
・
て
、
現
役
を
蒼

的
に
止
め
た
讐

、
通
例

一
生
涯
支

竺

定
期
間
ぞ

る
も

の
だ
・
恩
給
は



つ
ま
り
正
真

る
俸
給
肇

の
原
則
垂

・
、
宴

へ
・
延
ば
さ
れ
た
る
俸
給
・
外
・
畠

と
・
ふ
.
霞

τ

・
ル
・
・
、
輩

不
明
で
・

ξ

瓶

辮

即

樋

臨

概

難

蕪

罫

翻

恥
曝

駁

鍛

魏

魏
矯

舗

鴫
鍍

鰭

幣

購
聴

窮

ビ
灘

嶽

辮

賦

湘

姻
撫

α

り

　

　

　

う

へ翫
の徳
蕪

雑

静
観
縮

醗

㎎鰭

騨

響

難

難
誓

願

の　

、　

　

識

駆

縢
醗
雛

鴛
　露
語
勲海難
既　裁
鱗
篶
纏
持雛
蹴傷
纏
罐
聾
贈
∵

難
燃

翻
曙

繋
縛

灘

鍍

蝿哨鶴
鵬
雛
灘
穀
藩

艶

が韓

羅

嵐族の世話
欝

罵

(
謎
四
)

此
国

庫
納

盆
は
我
国

に

て
は
武
官

に
は
な
く
、
文

官

に
は
備

か
艦
首
分

一
で
、
不
十
分

な
も

の
で
あ
る
。
外
國

に
て
は
濁

、
白

、
英

に

2
馬
ゆ
旺
翫

"

　
ぬ

コ
ハ

つ

は
鷲

映
皆
、
畿

で
経

緯

鼻

二
車
.
佛
嬰

皆

空

ハ
で
あ
煽
。
碁

恋

叢

れ
ば
券

蚕

・
が
臓
稽

留

某

雰

で
嘗

謡

曳

際

ロ

く

り

コ

ビ

(蓋

)

ジ

エ
↓

は
、
本
来
の
恩
給
は
貰

年
豊

は
生
命
保
瞼
と
は
混
同
。
甲、
は
な
ら
ぬ
。
終
章

隻

は
生
命
保
隙
は
專
ら
掛
倉

よ
り

『

卿
磁

㎞

瑚
凸

鴨

恥

計
算

さ
れ
る

の
に
、
本
来

の
恩
給

は
、
絶
対

に
止
掛

金
(納

金
)
と
は
樹
立

し
た
も

の
だ
と
聡

し
、
ベ

ラ

フ
エ
ル
デ

ス
も
、
恩
給

は
俸

給

の
延
ば

凝

野

葬

謳

簿

盤

面
鷲

て
全
く
存
し
な
、
因。給
基
金
の
爲
め
に
、
俸
給
中
か
ら
叉
は
時
と
し
て
増
給
中

融

雛

嘘卿灘
勃蝶
鍬
鰹鱗
舗
瀬騨
鰹
戴
襯講
無
難
願鵬
蕪

出
来
た
で
一

の
・
、
其
養

か
つ
た
に
謝
し
て
落

す
る
の
だ
.
奪

嚢

が
慧

給
に
　

濫

繍

ゆ

吏

の
鯨
生

を
充
賞

す

る
の
だ
と
も
見

届
の
で
、
其

れ

に
尤

も
な
貼
も
あ

る
け
れ
ど
も

、
此
官
吏

以
外

の
管

利
生
活

」
㎞
蝕
㏄
恥
脱
飾

と

て
皆

が
皆

ま

で
成
功

す

る
と
限
ら
す

、
時

の
利

を
件

は
な
け

れ
ば
、
能
力

は
あ

り
努
力

も
彿

は
れ

て
も
尚
且

つ

勾

恩

給

の
改

革

第
三
十
三
巻

三
五
九

第
三
號

四
三



恩

給

の
改

革

第
三
+
三
巻

三
六
〇

第
=一號

四
四

酬

ゐ
ら

れ
ぬ
と

い
ふ
こ
と

が
少

か
ら
ず

、
全
膿

か
ら

い
ふ
と
大
多
数

の
不
成
功

、
少
数

の
成
功
と

い
ふ
の
で
あ
ら

う
。
然

る
に
官

吏
た

る
が
爲

め

に
、

凡

べ
て
少
数

の
成

功
者

な

み

に
、
晩
年

の
生
活

を
保
障

し
て
は
、
柳

か
均
衡

が
取

れ
な

い
。
或

は
其

れ
だ
か
ら

し

て
官
吏

と
否
と
を
問

は
す

、
凡

べ
て
或
期

間

に
相
當

の
保
険

料
を
彿

は
し
め

て
、
叉

は
之
を
彿

は
し

め
す

し
て
、

一
定
老

年

に
達

す

れ
ば
之

に
養

老
年
金
を
沸

ふ
と

い
ふ
こ
と

に
し
や

う
と

の

考

も
出

る
が
、
其
は
兎

に
角
と

し

、
右

の
壮

年
期

の
螢
利
生
活
力

の
喪
失

か
ら

し

て
、
官
吏

の
み
に
恩
給
を
與

へ

て
は
不
公
準

で
あ

る
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。
又

、
實

際

に
つ
い
て
見

る
と
、
官
吏

在
勤
中

に
得

た

る
智

識
繹
瞼

其

他

の
便
宜

を

、
退
官

後

に
利
用
し

て
、
有

利
な

る
地

位

に
就
.菱

は
有

利
な
る
螢
叢

を
管
6
・
で
盛

.に
轡

利
す

る
も

あ

る
し
、
又

、
早

く
退
官

し
た

る
者

例
之

、
三
十
蜜

の
若

い
時

に
退
官

し
た
も

の
の
如
き
は
、

一
向

に
其
螢

利
生

活
力
を
官
吏
生
活
を
し
た
矯
め
に
失

っ
た
と
顔

ほ
ど
の
事
は
?

、
随
っ
て
此
等
の
場
倉

は
・
夫
の
螢
利
生

活
力
喪
失

の
前

提
を
映

く

こ
と

に
な

る
。
だ

か
ら

し

て
恩

給
は
か

く
官
吏

の
螢

利
生
活
力

の
喪
失

に
謝
す

る
補
償

と
見

す
官

吏
を

し
て
其
職
務

に
忠
實

な

ら
し
め
る
旙

め

の
國
家

の
利
益
上

、
又

.は
む
し
ろ
官
吏

の
義

務

に
劃

す

る

国
家

の
義
務

と
し

て
定

め
た
制

度
と
解

す

る
前

の
見
解

の
方
が
探

る

べ
き

で
あ

る
趨

うに
官
吏

在
勤
中

の
忠
勤

に
封
ず

る
の
報

償
叉

は
む

し
ろ
賞

與
一

と
見

る
も

一
の
見
解

で
は
あ

る
。
此

に
尤
も

な
鮎

も
あ

る
。
積
極
的

に
抜
群

の
功
績

を
立

て
た
官

吏

へ
の
其

々
の
恩
賞

は

い
ふ
ま

で
も
な
し
と

し

て
、
箪

に
消

極

的

に
も

せ
よ
、
長

年

の
間
、
無
過

失

で
誤

り
な

く
勤

め
続
け

た
と

い
ふ
こ
と

は

、
矢

張

り

一
の
大

な
奉
仕

で
は

あ

り
、
手

柄

で
も
あ

る
。
之
を
国
家

が
見
逃

し

て
は
な
ら

す

、
恩
給

を

以

て
之

を
賞

し
且

つ
酬
ゆ

る
と

い
ふ
に
も

相
當

の
理
由

は
あ

る
。
併

し
所
謂

、
特
訓
な

る
恩
賞
と

し

て
は
、
何

か
積

極
的

な

る
目
立

つ
た
手
柄

が
な

く
て
は

3)
4)

5)

K:6ppe,Besoldung&c.

∫合ze,1・c・P・15π,152.

p.886.

J壱ze,1.c.P.140,141.

S.605.Lotz,a.a.〔:)。S.229.

Allix,Trait¢616menヒ:.liredesciencedes丘nances.56d.
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問

題

と
な
ら
な

い
。
軍

に
消
極
的

に
無
過
失

に
長
年
勤

め
た
と

い
ふ
の
で
は
、
其

は
軍

に
官
職

に
屈

す
る
常
盤

の

事

を
行

ふ
た

の

に
止

ま
り
、
箕

は
既

に
普
通

の
俸

給

に
よ
り

て
酬

ゐ
ら
れ

て
居

る
筈

で
あ

る
。
其
れ

だ
け

の
爲

め

に
其
俸
給

の
外

に
、
或

賞
與
を
與

へ
る
の
は
當
を
得

ぬ
も

の
刃
こ

な
け

れ
ば
な

畠

。
で
矢
張

り
恩
給
は
最
初

に

擧

げ

た
見
解

に
戻
り

て
軍

に
廣
義

の
.俸
給

の

一
部
と
見

る
が
良

い
と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。

ゴ

改

正
.案

と
共
営
否

.

×い

改

正
の
提
案

一

此

に
問

題

は
、
右

、
現
在

の
恩
給

の
性

質

を
改
め

て
、
此
を

一
の
保
険

と

し
養
老
年
金

保

険
と

し

て
は
何

・フ
か
と

い
毒

で
あ

・。
(葵

)
。
養

官

民
共
通
制

度

の

蔀

と
す

・
こ
と
畠

來

る
し
・
官
吏

の

み
の
制
磨

帰
す
　

・
"・
為

来
・
が
,
暫
ら
・菅

器

み
の
理

岳

?
・
し
て
画

家
は
塞

の
在
官
即

普

通
俸
給
の
中
か
ら
保
険
料
金
と
し
て
相
當
の
納
金
を
取
り

(鷲

含

の
納
金
を
相
當
計
算
の
基
礎
の
上
嬉

加

し

て
定

め

る
)
、
退
官
後

、
終
身

一
定
年

金
を
與

へ
る
か
、
或

は
退
官

の
際

に

一
時

に
か
た

め
て
金

を
與

へ
る
か
、

其

の
何

れ
を
探

る
か
は
之

を
本
人

に
選

ま
し

め
る
。
早

く
逞
宜

し

、
或
資
本
を
以

て
轡

業
を
し
や

う
と

い
ふ

も

の

は
後
者

を
選
む

で
あ
ら

う
。

(
註
六
)

。
グ
す

は
、
恩
給

は
、
直
接
の
國
家

の
轟

・
代
芝

、
私
経
石

隙
的

の
.制
度
(
督

年
金
保
険
)
に

　

て
も
與

へ
ら
砦

ζ
と

。
得
と
し
。
居
る
が
、
藻

、
官
吏
・
爲
・
・
賛

年
金
禦

天

九
八
年
以
努

ナ
ダ
、

天

八
六
年
来
・

:

1
ジ
置
ラ
ン
ド
に
行
は
れ

二

,
ジ
ー
..
ン
ド

。
て
は
、

】
九
。
七
年
法

に
て
は
、
醤

年
・
六
義

・
し
、
三
+
聲

前

編

任
・
・
妥

官

・
爲
め
に
は
・
俸
給
控

除

金
を
五
%
と
し
、

三
+
護

以
前

続

任
し
た
る
も
の
・
て
は
、
右

竺

髪

加

へ
三

八
そ

し
西

+
聲

前

編

任
・
た
る
も
の
に
は

A
ユ

%

を
加

へ
て
七
%

と
し
、

…
・…

・:
五
十
歳
以
後

に
就

任

し
た
る
も

の
に
は

[
○
%

と
す
が
。

　恒
真
當
否
-

恩

給

の

改

革

第
三
+
三
巻

三
三

第
三
號

四
五
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恩

給

の

改

革

第
三
+
三
巻

三
六
二

篁

一霊

四
六

　⑮
其
長
所
i

此
制
度

は
絶
樹

に
悪

い
と
は

い

へ
な

い
。
此
が
合

理
的

で
、
公
平

で
.
そ
し

て
経
濟

的

で
あ

り

、

随

っ

て

現

代

的

だ

と

も

い
は

れ

る

(註

七
)
。

(
註
七
)

恰
か
も
ジ

エ
ー
ヅ
は
、
官
吏
及
其
擦
族

の
爲
め
の
終
身
年
金
叉
は
生
命
保
険
は
簡
軍
に
し
て
公
正
、
経
濟
的

に
し
て
財
政
上
の
危
険
も

な
く
且
つ
容
易
な
制
度
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

　修

其
短
所
一

併

し
此

に
依

る
と

き
は
、

一
方

財
政
上

か
ら

し

て
は
恩
給
支

出

は
減
†

る
け

れ
ど
も
、
他

方
、

官
吏

の
俸
給

を
今

日
よ
り
も
ぞ

彿

は
?

て
牌駄
な
亀

こ
と

に
な

る

の
で
、
得

る
所
な
き

こ
と

に
な

る
し
・
恐

ら

く
此
制

度
を
取

れ
ば
之

が
加

入
、
随

っ
て
官

吏

の
此
が
爲

め

の
納
金
を
強
制

す

る
で
あ
ら

う
が
、

一
方
、

折
角

保
険

の
制

度

を
探
り

つ
つ
、
之

を
強
制

加
入
と
し

て
、
其
必

要
を
認

め
露
境
遇

に
あ

る
官
吏

に
も
加

入

せ
し

め
る

の
は
彼
等

の
自
由
を
拘
束

し
、
時
と

し
て
は
彼
等

に
経

済
上

の
不

利
を

與

ふ
る
こ
と
と
も
な

る
。
さ
う
か
と

い
ふ

て
之

を
自
由

の
も

の
と

す
れ
ば
、
全

く
私
経
済

上

の
制

度

と
な
り

、
此

に
偶

々
加

入
し
な
か

っ
た
者

に
し
て
事
實

上
、
退
官
後

、
生
活

の
不

安
を
戚
じ
非

常

に
困
窮

し
た
も

の
が
あ

っ
て
も
之

が
救

ひ
や
う
も
な

く
、
其
翁

め

に
は

官
吏
随

て
国
家

の
讐

を
傷

け

る
乏

い
ふ
こ
と

に
も
な

る
。
又

、
保
険

の
制

度

と
し
て
は
保
険
金
支

彿

の
原
因
が

自

然
的
事
象

に
か
か
り
、
人
爲

に
て
左
右

し
難

き
も

の
た
る
を
要

す

る
の
に
、
退
官

と

い
ふ
こ
と

に
は
老

年

(
例

之

、
六
十
歳

に
な

っ
た
と

か
)
又
は
疾

病
な
ど

の
如

き
自
然

の
出

家
事

に
か
か

る
も
の
の

み
で
な

く

、
水
入

の
都

合

と
か
官
爵

の
都
合
と

か
制
度

の
改

正
と
か

い
ふ
人
爲
的

に
左
右

し
得

る
も

の

に
か
か
る
こ
と
が
あ

る
鮎

か
ら

い

ふ
と

、
保
険

と
し

て
は
性

質

上
不
適
當

で
あ

臥
。

つ
ま
り
保
険

に
て
は

蔀

の
退
薯

に
は
適

す

る
け

れ
ど

も

・

全

き
書

者

の
生
活
保
障

と
は
欝

欝

。

亘

、
公
査

つ
合

理
的

の
や

・
で
あ

っ
て
・
實

は
必
ず

し
も
然

ら

外篇設簿無暗
の
8



す
と

い
ふ
.」
と

に
な

る
。
・
、し

て
此
制
度

に
依

れ
ば
官
吏

は
恩

給
を
以

て
自
己

の
薦

め
に
す

る
経
濟
制
度

と
見

る

こ
と

に
な

っ
て
、
其

を
以

て
當
然

の
収
得

と
爲

し
、
国
家

に
射

し
威
謝

の
意

を
表

さ
蹟
や
う

に
も
な
り
、
彼
等

の

忠
誠

な

る
勤
務

を
刺

戟
す

る
の
敷

を
失

ふ
こ
と

に
も
な

る
。
夫

の
我
邦

に
現
存
す

る
納
金
を
多

少
引
上

る
こ
と
は

財
政
事

情

に
よ
り

て
は
已
む
を
得

ぬ
と

し

て
も
、
之

を
あ
ま

り

に
高

く
し

て
保
険

料

に
近

か
ら

し
め

る
こ
と
は
自

ら

折
角

の
恩
給

を
、
保

険
と
混
同

せ
し
め

る
嫌
も
あ

り
、
避
け

た
が
良

い
。
そ

れ
か
ら
恩
給

を
養

老
年
金
と

し
て

一
般

的

の
も
の
と

す

る
と
き

に
は
、
自

ら
官
吏

の
地
位

が
自
由

契
約

に
因

る

一
般

雇
傭

干
係

と
同

一
の
も

の

に
な

る
が

、
然

る
と
き

は
叉

、
官

吏
.
に
も
同

盟
罷
業

搬
を
認

め
ざ

る
を
得

ざ

る
こ
と

に
な
り
、
其

れ

で
も
良

い
の
だ

と

い
ふ
の
も

あ

考

労

で
は
あ

る
が
、
私

と
し

て
は
、
官

吏

に
ば
從
來

の
傳

導
的
馨

服
務
規
律

に
從

ぴ
且

つ
生
活

の
保
障

を
附

せ
ら

れ
た

る
特
殊

の
地
位

を
保
存
し

た
き
も

の
で
あ
り
(註
八
)
、
其

の
爲

め

に
も
之

を
保
険

に
改
め
ぬ

が
良

い
と
考

へ
る
。

(
註
八
=

。
ぢ

。
は
、
官
吏

の
地
位
は
、
畠

競
麦

畠

契
約

に
吉

晟

立
若

も
の
で
を

し
て
・

芳

的
歯

察

ら
定
め
ら
れ

た
。
規
範
に
從
ふ
も
の
だ
。
官
吏

に
は
同
盟
塁

欝

相
當
芋

と
駕
し
、
ζ

カ
も
、
官
吏

の
蛋

は
・
法
律
に

吉

て
獲

さ
砦

皇

涯
解
雇
裏

ざ
亀

位
に
あ
・
。
同
籠

叢

書

吏
に
は
許
・
る

之

・
は
出

來
な
い
・
爲
・
、

・
ツ
ッ
は
正
官
署

は
・
他
の
國
民
商

様

に
、
職
業

利
益
共
同

を
作

る
権
利

だ
け
は
垣
例
典

へ
ら
る

エ
け
れ
ど

も
、
同
盟
罷
業

櫨

は
輿

へ
ら

れ
だ

い
と

い
翻
。

第
二

恩
給
の
條
件
及
高
さ

ラ↑
條

件
,1

恩
給

は
國

に
よ

り
て
は
色

な
に
之

を
分
け

て
居
り

、
且

つ
傷
害
癈
疾

の
薦

め

の
増
加

恩
給

の
如

き
特

殊

の
も

の
も
あ

る
け
れ
ど
も

、
奪

は
特
別

の
事
情

に
出

つ

る
も
の
で
、
暫

ら
芝

を
別

と
し
、
此

に
は
普
慧

恩

給

の

改

革

、

第
三
十
三
巷

三
六
三

第
三
號

四
七
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恩

給

の

改

革

　

　
ま

　

　　
　
　

　

　
　

　
ス

給

に

つ
い
て

い
ふ
が
、
其
れ

に
て
は
煮

た

・

一
峯

齢
と
在
揚

間

の
相
當

の
長

・
・
藁

件
と
す

る
か
・
或

螢

に
相
當
長

・

の
在
翠

期

の
み
を
要
件
主

-
・
か
が
問

題
・
な

・
・
尤

高

度
・

』

-ほ

善
悪

給

と
特
殊

恩
給

と
優
別

草

し

て
關
嚇

せ
し
め
・'・
定
め

る
こ
と

を
得

る
・

　色

條
件
か
三
傑
件
か
1

我
國
に
'。
は
並
、
通
毒

は
文
章

五
年
、
武
官
±

年
の
在
勢

間
の
み
に
て
足

。
と
し
て
居
り
,
米
国
も
文
官
+
葦

と
』

し
居
鑑

、
其
れ
で
は
あ

ま
り
に
菅

年
の
書

し
て
・
心給
を
受
く

。
や

り
に
な
り
、
萎

め
に
受
恩
給
者
が
ぞ

な
っ
て
.
財
政
上
の
累
を
加

へ
・
か
ら
、
藷

か
ら
・
て
も
痛
切

老

麺

長
が
塗

せ
ら
.。
.。
が
、
蕎

か
臭

、?

、

芳

に
は
宮
嚢

人
の
舞

古

型

鱗

雁

ぞ

憾

般
国
民
舞

上
の
利
禁

ら
雲

て
も
、
官
吏
其
人
が
爲
め
に
折
角
の
壮
年
期
・
宴

退
い
て
五
八後
は
専

ら
纏

的
星

満
す
・
.、
と
に
釜

、
垂
髪

各
人
の
舞

の
進
捗
を
妨
げ
・
・
と
に
も
な

・
・
或
は
其
葦

に
し
て
退

官
し
た
る
人
か
因
搭

を
受
け

つ
つ
、
他
の
馨

に
も
就
き
て
二
重
警

を
爲
す
こ
と

も
生
じ
・
即
ち
生
活
保
障
の

必
萎

,
入
に
生
活
保
障
を
爲
す
の
不
合
理
嬉

り
、
不
傘

・
な
・
と
い
ふ
こ
と
も
あ
・
・
其
れ
で
此
不
合
理

不
傘

を
除
か

つ
と
す
れ
ば
、
囚
籍

と
合
し
王

定
額
以
上
に
も
上
ぼ
・
所
得
を
塞
ぐ
る
地
位
に
就

き
た
る
と
き

は
、
其
超
過
額
に
達

す
・
だ
け
、
叉
は
其
蓋

蓬

す
・
だ
け
恩
給
を
削
減

す
・
と
い
ふ
や
う
な

制
度
叢

り

(莞

)、
又
は
其
他
類
似
の
制
度
を
附
帯
せ
し
め
る
・
と

も
出
来
・
・
或
は
之
を
輩

に
地
位
に
限
享

・
凡
べ
て
の

螢

業
職
業

、
財
産

に
も
及

ぼ
す

・
と

を
得

・
が
、
併

し
さ
　
な

・
と
財
産

に

つ
い
て
は
他
人
名
義

を
濫
用

す

る
も

の
も
出
来
、
鍵

や
職
業
に
て
は
所
得
の
欝

甚
ヒ

.
前
記
の
計
算
が
面
倒

と
な
・
の
み
な
享

・
通
脱
の
弊

を
窶

す
る
.、
・
に
・
な
る
。
地
位
(即
ち
籍

給
料
手
當
を
貧

)
の
場
合
が
綾

的
明
瞭
で

あ
り
且
つ
固
定
性

Io)∫ さze,1.e.P.149.



を
も
育

つ
が

,
随

っ
て
假
り

に
此

れ
だ
け

に
限

る
と
し

て
も
、
か
か

る
制
限

を

つ
け

る
爲

め

に
、
折
角
、
能
力
あ

る
者

の
活

動
し

て
國

民
経
済

上
ヌ

は
肚
會

上

に
貢
献

し
や
う
と

い
ふ
の
を
抑
制

す
る
と

い
ふ
不
利

が
あ

る
。
螢
業

職
業

に
よ
り
得

る
所

得
を
計
算

に
入

る
る
と

し
て
も
同
様

の
弊

を
避

く

る
を
得

ぬ
。
財
産
所
得
を
計
算

に
入

る
る

と
き

に
は

、
官
吏

が
在
官

中
出
、来

る
だ
け
節
約

し

て
退
官
後

の
生

活
を

一
層

充
賢

し
や
う
と

い
ふ
の
を
抑
ゆ

る
こ

と

に
も
な

る
。
だ
か
ら

し
て
此
退
官
後

に
官

吏

の
他

方

か
ら
牧

め

る
所
得
を
考
慮

せ
33
方
が
簡
易

で
あ
・り

、
且

つ

彼
等

の
努
力

を
促

が
す
所
以

で
、

つ
ま

り
経
済

上
有

利

で
も
あ

る
。
そ
し

て
か

か
る
二
重
取

の
不

合

理
を
避
け
且

つ
退
官
後
喜

ら
消
極

に
生

活
す

る
の
弊

を
も
避

け
る

の
に
は

、
在

勤
年
期
を

も

つ
と
長

手

る
か
、
或
は
之
を
長

く
し

た
る
上

に
も
六
十
歳

以
上
と

い
ふ
や

う
な
老
年

の
條

件
を
要

す

る
と
す

る
が
選
む

べ
き

で
あ

る
(註

δ

)
。
勿

論
之

に
よ
り

て
財
政

上
の
負
捲

を
も
輕
易

と

し
得

る
(註
=

)
。
併

し

き
う
な

る
と

、
官

吏
は
早
く
退
官

し

て
は
恩

給

が
貰

へ
ぬ

の
で
彼
等

に
し
て
従
来
通

り
な

れ
ば
其

の
官
吏

と
し

て
の
任

に
堪

へ
す
と

し
て
進

ん

で
勇

退
し
た
も

の
、
随

っ
て
園
務

の
爲

め

に
は
妨
害
物

を
取
除

い
た
も

の
で
も
、
今
度

は
彼
等

が
勇

退

し
て
も
之

に
謝

し

て
は
恩

給
が
出
さ

れ
す

、
其
生
活

の
保

障
が
不
十
分

と
な
り
、
随

っ
て
は
此
あ

る
の
故

に
官
吏

が
在
官
申

に
忠

實

を
快

く

や
.フ
に
も

な

る
。

叉

、

さ

・つ
い

ふ
繹

だ

か
ら

し

て
、
官

晋

ら

は
無

能

で
あ

り

、
邪

魔

だ

と

は
知

b

つ
つ
も

、
出

來

る
だ
け
前
記

の
要

件

の
備

は

る
ま

で
地
位

に
執
着

し
、
官
職

に
か
ち
b

つ
く

こ
と

に
な

り
、
新
陳

代
謝

が
止
ま
り

後
進

の
途

を
塞
ぎ
、
園

務
を
難

せ
し

め

・
・
と

に
も
な

・
(註

三

)
。
だ

か
ら
し
て
或
相
當

の
長

年
在
勤

者
は
・

假
令

.

一
定
老
年

の
要

件
を
快

く
と
も
恩
給
を
與

へ
る
が
良

か
ら
う
。
即

ち
官
吏

に
し

て
例
之
、
⊥
ハ
十
未
満

の
年

齢

に
て
退
官

し

て
も
、
其
が
跳

箱

當

長

き
例
之

、

二
+

五
年

以
上
も
勤

め
た
と

い
ふ
な
ら
ば

・
恐
ら

く
其

書

恩
.
給

の

吹
車

第
三
+
三
春

三
六
五

第
三
號

四
九



腰

結

の
改

革

第
三
+
三
巻

三
盛

ハ

第
三
號

五
〇

は
本

人

に
於

て
段

々
と
、身
禮

上

に
弱
黙
を
見
出

し
た
薦

め
か
も
知
れ

ぬ
し

、
家

庭

上
の
都
合

で
も
あ

り
得

る
し
、

或

は
官

臆

の
都
合

と

い
ふ
こ
と

も
あ
ら
う
、
が
何

れ

に
し
て
も
之

に
謝
し

恩
給
不
興

で
は
、
彼

等

の
生
活

保
障
不

十
分

で
、
、
彼
等

を
忠
實

な
ら
し
め
得

な

い
か
ら

、
之

に
も
與

へ
て
良

い
。
併

し
叉
、
此

の
如

き
者

の
中

に
は
省

ほ

替

利
能
力

の
獲

っ
て
居

り
叉

ぱ
多
分

に
備

は
る
も

の
も
あ

っ
て
.
其

を
利
用
す

る
こ
と
が
全
艦

上
望

ま
し
と
も
見

ら

る

る
か
ら
、
之

を
刺
戟
す

る
爲

め

に
、
此

在
勤

年
期
だ
け

の
條

件

の
も

の
は

、
年
齢
と
在
勤

年
期

と
の
二
條
件

備

は

る
者

に
比

し

て
は
若
干
不
利
と

し
た
が
良

い
。
叉
其
が
公
事

で
も
あ

る
。
も
う
此

以
上

、
普

通

の
場
合

に
瞥

利

し
難

き

ほ
ど

の
老
年
藩

と
は
段

階
を

つ
け
て
然

る
べ
き

で
あ

る
。

二
條
件
備

ぼ

る
も

の
セ
標
準

と
し

て

一
條
件

の
も

の
に
若
干

(
例
之

。

一
二
割
方
と

か
)
割
引
し

て
も
良

く
、

一
條

件

の
を
標
準

と
し
て

二
條
件
備

は
る
も

の
に

割

増
を

し

て
も
良

い
。
又
在
勤

年
期

の
み
の
條
件

の
者

に
は
、
年
金

に
代

へ
て

一
時
金
と

し
て
元

金
を
興

へ
て
も

良

く
、
彼

等

が
退
官
後

、
管

制
生
活

に
入

る
に

つ
き

て
の
資
本

を
得

る
に
便

で
も
あ
ら
う
。
其

は
本
人

の
選
撫

に

任

か
し

て
可

い
。
或

は

一
定

老
年
者

に
は
無
條
件

に
與

へ
る
と
す

る
こ
と

も
出
来

る
が
、

…
定
老

年
齢

の
み
に
て

と

い
ふ
の
で
は
、
實

際
と

し
て
賦
此

に
,
多
分
、
相
當
長
年

の
在
勤
を

も
件

ふ
て
不
都
合
は
な

か
ら

う
が
、
理
論

上

に
は
た

っ
た

一
年
在
勤

し
た

の
み

に
て
老
年

に
て
退
官

の
故
を
以

て
恩
給

を
與

ふ
る
不
合
理
と
な

る
か
ら
探
り

得
な
い
。
或
は
猫
逸
の
や

・
三

定
在
勤
年
の
條
件
の
み
の
者
舞

働
不
能
の
讃
明
を
要
す
と
す
る
こ
と
も
出
家

る
が
(註
一
三
)
、
勢
働

不
能

の
謹
明

と

い
ふ
こ
と
は
理
屈

は
正
し
く
、
か
く

の
如
き
も

の
に
し

て
初

め
て
眞

に
恩
給

を
與

へ
ぎ

る
を
得

な

い
も

の
だ
と
し
得

る
が

、
併

し
實
際

に
は
其
讃

明
が
困
難

で
、
螢

働
不
能

で
な

い
も

の
が
労

働

不
能

と
さ
れ

て
退
官

し
、
盛

ん

に
勢
働

に
就

く
と

い
ふ
や
う

な
結
果

に
も
な

る
こ
と
、
我
邦

の
嘗

て
實
験
し

た



電

所

で

是

亦

た

探

ら

ぬ

が

良

い

。

(
甚
九
)

蜀
逸
で

一
九
一
=

年
に
、
受
恩
給
官
吏
で
園
務
以
外

の
職
業
に
て
年
額

一
萬
馬
克
以
上
を
塞
げ
る
場
合
に
は
、
其
超
過
額

(
一
萬
馬
克

を
超
捜
る
)

の
津
分
だ
け
、
恩
給
を
控
除
し
、
奮
法

に
依

る
受
恩
給
者
に
は
其
追
加
恩
給

か
ら
控
除
す
る
と
い
ふ
案

が
出
た
が
成
立
し
な
か

っ

た
と
い
ふ
こ
と
だ
.

(
註

一
〇
)

佛
國
は
原
則
と
し
て
年
齢
六
+
、
在
勤
年
三
十
年
を
條
件
と
す
る
。
革
、國

に
て
は
恒
久
的
官
吏
に
は
六
十
歳
満
了
と
十
年
在
勤
と
に

り

て
恩
給
椹

を
生

ず
る
。
伊
太
利

は
四
十
年

の
長
き
在
勤

年
間
た
る

か
、

六
+
五
歳

以
上

で
あ
れ

ば
在
勤

二
十

五
年

に
て
足

る
と
す
引

(
此
外

別

に
病

氣
、
其
他

の
勤
務

不
能

、
官

駝
組
織

の
改
造

の
際

に
も
興

へ
ら
れ

る
)
。

(
註

=

)

ベ
ラ

・
エ
ル
デ

ス
は
、
國
家

賜
政

の
過
汰

な
る
箕
憺
を
避
け

る
爲

め

に
は
、
原
期

と
し
て
、
實
際

に
勢
働

不
能

と
な

っ
た
者

の
み

に

む

恩

給

を

輿

ふ

る

こ

と

湿

し

な

く

て

は

な

ら

ぬ

と

い
ふ

。

ハ
説

…
島

)

膨

ツ

シ

ア

ー

峨

,

闘
悶家

の
渦
一大

㍗

・の
儲
}約

(
隔
心
紺

を

あ

震

り

に

混
一(

血
ハ
へ
、

あ

雷

り

に

苓
恥
し

く
蹴
か
へ
る

こ

と
)
は

、

國

勝

を

由尼
弱

一宿

と

玲

癈

疾

者

と

に

て
浦

た

す

こ

と

に

な

っ

て

、

其

の
最

も

手

近

な

目

的

(
園

務

を

充

貴

し

進

展

せ

し

め

や

う

と

い

ふ
)
を

誤

る

こ

と

エ
な

ら

う

と

い

騨
。
尤
義

邦
…

て
讐

裏

響

過
・
…

革

く
根
掌

る
爲
め
に
・
老
熟
・
た
魯

薯

失
ふ
て
園
務
離

す
る
と
い
ふ
繁

あ
る
か
も
知

れ

ぬ
。
相
當

に
之
を

も
考

慮

し
な

け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

(
証

印
三
)

蜀
逸
共
和
國
、
並
.國
、
及
多
あ

他
の
濁
逸
各
邦
に
て
は
、
官
吏
は
少
Σ

も
+
年
在
勤
し
て
後
、
肉
囎
上
の
損
傷
叉
は
内
需
叉
は

精

榊
上

の
力

の
衰
弱

の
爲

め

に
職

務
途
行

に
緻

}練
的

に
不
能

と
な
の
其
鷲

め
に
退
官

す
る
と
き

は
、
恩
給

を
與

へ
る
。
退

官
常

時
六
十

五
歳

に

満

ち
た
る
と
き
は
、
勤
務
不
能

の
設
.明

を
要

せ

ぬ
(
其

他

の
者

に
は
之

を
要

ず
る
)
。

　①

年
数

i

に

つ
い
て
は
別

に
確
固
た

る
標
準

は
な

い
。
外
国

の
立
法

例
を
墾
照

し
.
我
邦

の
特
有
事
情

を
も

考

慮
し

て
適

宜

に
定

め
る
外
な

い
。

　い
在
勤

年
数
1

に
つ
い
て
て
は
在

家
の
十

五
年
又

は
十

一
年

は
他
國

の
事
例

に
徴
し

て
短

き

に
過

ぐ

る
や

(

う
だ
。

一
.方

に
十
年

、
十

五
年

の
例
も
あ

る
が
、
三
十

年
四
十
年

の
例

も
あ

り
、

二
十

五
年
位
が
中
庸

で
は
な

い

恩

給

の

改

革

第

三
十
三
倦

三
六
七

第
三
號

五

一

1=)

12)

13)

14)

・5)

Kδppe,Versor一,ung,,S.668.

A1]ix・1.c・P・88十:Kδ1〕pe,Vers〔 〕τgungIS・67斗 ・675

BelaF61des,a・a.O.S.125.

Roscher,a.a,0.S.17-1.

K:type,Versorgung,9;.666.



恩

給

。

改

革

第
三
+
三
巻

三
六
八

第
三
號

五
二

か
。
假

り
た

二
十
歳

乃
至

二
十

五
歳

に
し
て
初

め

て
任
官
す

る
と
し

て
二
十
五
年
在
勤
だ

と
、
退
官

の
と

き

に
四

+

五
秀

至
五
+
歳

で
脅

、

・
本

人

と
し
て
.は

、
罷

め
・
の

に
莚

ぎ

芋

・
年
斎

響

も

芋

・
丁
度

良

い
加
減

の
肇

、
其

れ
位

で
罷

め

た
ら
ば

、
役
人

が
老

薯

で
埋

ま

・
と

い
ふ
に
至

ら
す
・
相
轡
田
に
若

い
人

の

途

晶

け
、
　

と
て
老

練

な
・
役
人

を
鰺

と

い
ふ
ほ
ど

の
・
と

も
?

・
て
濟

ま
　
・
會

の
+

五
年
在
勤

で
は
、
役
人

の
新
陳
代
謝

に
縫

い
や

・
だ
が
、
併

・
老
練

な

・
役
人

を
逸

す

・
の
禦

あ

　

叉

・
早

く
纏

生
活

に
入

っ
た
麦

は
、
他

の
勤

め

・
就

い
て

二
叢

り
を
す

・
や

・
な
弊

を
も
空

喜

・

　αり
年
齢

一

培

い
て
繕

例

を
別
」
こ

て
は

、
六
義

が

適

當

で
あ
ら

う
・
蛯
ば

ま
.づ
多

、
の
國

の
例

で

あ

。
。
六
+

護

は
特

に
我
邦

の
人

に
と

至

,、
は
響

・
失

し
、
五
+

五
歳

も
早

き

・
失
す

・
・
勿

論
在
翠

数

の
み
に
よ
り
恩
給

を
受

く
る
人

に
つ
い
て
は
六
十
歳
未
満

で
も
構

は

鴎
。
王
十
歳

以
下

と

い
ふ
こ
と
も
あ

り
得

る

實
際
の
食

上
は
多
蔽

在
勤
姦

の
み
で
器

を
受
-
・
や

・
に
な
り
、
六
+
歳
の
條
件
を
楽

ね
備

ふ
る
の

は
、
む
し
ろ
少
警

・
選
義

た
・
箇
性
を
有

っ
た
入
か
、
職
務
の
性
質
上
老
馨

を
要
す

・
場
倉

限
ら
れ
る

で

あ

ら

う

。

◎
文
武
官
の
奪

i

聲

現
在
の
文
武
宵

在
勤
年
讐

つ
い
て
差
等
を
附
す
る
の
に
は
異
論
が
あ
り
」

率
、
し
て
可
と
・
い
ふ
が
、
武
官
の
霧

規
律
の
吝

昆

・
三

塵

事

・
・」
・
・
生
會

掌

る
危
険
性

の

一
層

大

な

る
こ
と

に
考

へ
て
は

、
若

干

の
等

差

を

認

め

て

も
良

い
と

思

ふ
(註

一
四
)
。

一

(
壁

四
)

佛
國
・
て
も
、
武
夏

B
種
春

・
は
、
五
年
だ
・
、
年
齢
・
つ
・
…

姦

年
警

つ
い
て
も
短
く
し
て
あ
砺
・

仁
高

さ
一

を
何
・り
定

め
・
か
。
高

・

に

つ
い
て
義

邦

で
は
武

官

縫

遇

・
れ

て
居
る
が

・
其

は
震

ま

で
許

i6) Allix,1.c.p.885.



さ
る
る
と

し

て
、
文
官
.に
つ
い
て
は
在
勤

十

五
年

の
場

合

の
俸

給

三
分

一
に
初

ま
り

て
四
十
年
以

上

の
二
分

一
に

終

る
の
は
、
財
政
上

に
は
此

れ

で
も
恩
給
支

出

の
多
過

ぎ

ほ
ど

で
、
も

っ
と
縮
少

し
ξ

肇

あ

る
け
れ
ど

も

他

方
、
條

件

の
引

上
を
も
伜

ふ
と

す
れ
ば

、
此
方

は

一
層
引

上
げ

て
も
、
左
ま

で
財
政
負

憺
を
増
大

す

る
こ
と
と

は
な

る
ま
じ

く
、
特

に
外
國

の
例

か
ら
見

る
と
、
最
低

は
兎

に
角

、
最
高

は
も

っ
と
引

上
げ

て
三
分

二
乃
至

四
分

三
程
度

ま

で

に
し

て
は
伺
う

か
と
思

ふ
。
(註

「
五
)
。

均

(
註

幽
五
)

諸

圃
…
の
智
ハ例

ロ
　
　
　

ω
最
低
-

最
後
。
現
官
三
態

・
霧

箱

午
餐

三
盆

。
但
し
止
霧

年
禦

六
舜

画

以
下
・
る
・
き
は
其
券

三
与

(
三

百

…+
圓
を
超
ゆ
る

こ
と
を
得
ず
)
。

⑰
中
間
-

右
耳凧
低
額

に
は
・次

の
も

の
を
加

へ
る

猛

短
法
定
在
勤
選

三
‡

)
を
超
ゆ
る
動
壷

年
讐

六
+
分

一
嘉

ふ
(但
・
武
夏

・
種
蒼

に
は
五
+
分

一
を
加
ふ
)
・

仲
+
六
歳
未
満

の
小
供
三
人
を
養
ふ
凡

て
の
権
利
者

の
爲
め
に
、

一
割

の
割
合
に
て
家
族
賀
憺

の
爲
め
の
恩
典
を
興

へ
、
第
二
人
目
以
上

の
各
。
小
僕
。
薦
め
に
更
・
券

・
追
袈

箏

。
退
官
常
時
+
六
葉

勢

小
供
碧

曼

暴

者
蕎

其
上

に
も
・
毒

穂

懸
じ
た

る
家
族
召
夙堰
㎝
の
爲

め

の
賠
償
因
心血
　を
憂

く
。

㈲
量

、側
i

最
後

の
現
官
三
年
間

の
霧

俸
聾

額

・
四
分
=
…(
一
千
四
百
四
+
圓
題

ゆ
る

こ
と
を
掌

)
と
す
・

⑭
猫
逸
1

.

鍵

低
一

華

額
は
、
‡

叉
は
其
よ
り
・
智

在
勤

・
揚
倉

、
最
後
・
俸
魏

(
毒

及
在
難

に
よ
る
加
俸
)
2

一豆

%
と
す
・

留

問
一

其
後

。
在
勤
年

・
つ
み
。
、
二
+
五
年
在
勤

逞

す
る
・
で
は
、
年

三
%
・
加

へ
・
其

よ
豊

後
竺

%
嘉

'か
・

伺
最
高
i

八
五
%
と
す
。

雛

験

難

鷺

晦
臨

愛

冠

.講
以
上
の
老
年
官
吏
に
封
ず
る
・・給
優
待
の
爲
め
の
一
。
%
追
加
・
…

　

塾

恩

給

の

吹

草

第
三
+
三
谷

三

八
九

第
三
號

五
三

17)Jeze,1…P・ ・49,A】1i・,1 .・.P.885.:K淀 ・PP・,
1▽

ers⊂ πrrunσS.
D τ⊃9 667,674,675.



恩

給

の

改

革

第

三
+
三
巻

三
七
〇

第
三
號

五
四

働
来
画
一

在
勤
年
期
(
年
)

文
官

の
退
官
當
時

の
俸
給
に
饗
す
る
百
分
率

一
五
一

一
八

三
〇

天

-

三

三

ハ

】
=

一

二
四

q
二

を

ニ

二
四
i

二
七

q
㌧

ロ

ドノ

二
七
i

三
〇

五
四

三
〇
以
.上

六
〇

つ
英
翔
i

6
看
「処

-

帽
吻府
び.ブ
↓
売

一
に
一剃
ま
り
石
動

毎
毎

K
五
八れ
だ
け

づ
」
上
り
、

「

似
最

高
一

俸
給

の
六

+
分
四
+
と
す
。

働

伊
太

利

一

ω
最

低
一

在
勤

年
間

の

一
年
毎

に
、
現
官
俸

給

の
高

さ

に
朦

じ
て
、
其

六
十
分

「
乃
至
四
十
分

一
つ

エ
を
高

め
て
計
算

し
、

画
具
凧
官
回
-

俸
日給

の
四
分
三
と
す
。

㈹
猫
的

簗
國

1

ω
最
低
-

十
年
以
下

の
在
勤
(
肉
饅
的
精

神
的

の
勤
務

不
能
、
病

氣
等

の
爲

め
に
生

じ
た

る
)
に
て
基
礎
俸
給

額

の
四
〇
%

と
し
、

ω

中
間
一

.其

よ
り
も
長

き
勤
務

の
場
合

に
、
各
勤
務

年
毎

に
二
%
づ

菱

加

へ
・

④
最

古同
一

四
十
年

の
在
勤

後

に
は

一
〇

〇
%
〔を
血
ハ
ふ
る
。

街

ほ
恩

給

の
高

さ

に

つ
い
て
注
意

し
た

い
の
は
、
物
慣
指
数

に
よ

る
換
算

の
制
度

を
附
帯

せ
し
め
る

こ
と

の
望
ま

し

い
事

だ
。
さ
う

で
な

い
と
物
債

の
攣
動

に
よ
り
、
時

に
恩
給
者
が
非

常

に
困

ろ
こ
と

が
生

じ
、
又
時

と
し

て
は

他

に
比

し
て
樂
過

ぎ

る
こ
と
が
生
す

る
、
ま
た
今

日
見

る
や
う

に
現
官

者

は
減
俸

せ
ら

れ
て
も

、
恩
給
者

は
在
来

の
儘

で
、
均
衡

の
取

れ
ぬ

こ
と

に
も
な

る
。
併

し
叉
之
を
物
慣
指
数

に
よ
り
換
算

す

る
制

度
を
取

る
と
な

る
と

、



其

外

に
、
俸

給

に
も
租
税

に
も
類
似

の
制

度

を
探
ら
な

く

て
は
な
ら

蹟
こ
と
を
畳
悟

し
な

く
て
は
な
ら
な

い
。

結

言

以
上
要
之

、
今

日
我

邦

に
て
も
恩
給

改
正

の
議

が
あ

っ
て
、
色

々
の
案

が
出

て
居

る
や
う

だ
が

、
そ
し

て
此
際

其
性

質

を
根
本

的

に
改
め

て
保
険
的
な

る
養
老

終
身

年
金
制
と
し

て
は
何

う
か
と
も
、

い
は
れ

る
が
、
併

し
官
吏

の
性
質

に
考

へ
て
、
矢

張

り
従
来
行

は
れ
た
俸
給

の

一
部
と

し
て
給

す

る
も

の
と

の
性
質

を
維
持

し

た
き
も

の
で

あ
り

、
英
傑

件

に
つ

い
て
ば
在
勤

年
数

を

一
層

延
長

し
、
且

つ
在
勤

年
欺

の
條

件

の
外

に
、

一
定

老

年
の
條
件
を

も
兼
備

し
伽
者

は
煮

を

回
暦
.優
遇

し
、
文
、武
官

の
差
等

に
は
異
論
が

な

い
が
、
文
官

の
最
高
支
給
額

は
冷

少
し

・、

現
在

よ
り

も
引

上
ぐ

る
の
が

至
當

の
や
う

に
思

ふ
。

恩

給

の

改

革
.

第

三
十
三
巻

三
七

一
一

第
三
號

五
五


